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事務 述絡

平成 26年 2月 20日

文部科学省初等中等教育局児i抱生徒器具

「不登校児窓生徒への文援の在り方についてJへの15:見募集に関して

平素より、文部科学行政に御理解・街Ij%1カを11思り識にありがとうございます。

さて、平成 26年 1月 30民開催の「都道府県l・指定都市等生徒指導J且当者iili絡会議j にお

いて説明しましたとおり、不登校児議生徒への支援の在り方に関して、より効果的な方策を

検討するに資するよう、意見等を募集したいと考えております。

意見募集JVJi:I等に関しては下記のとおりといたしますので、何本御協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。

~è 

1 意見募集対象となる文書

別j森「不登校児iii生徒への支媛の在り方について」

2 意見募集JVJ間

平成26年 2)']20 日(木)~同年 3 月 2 8 ~I (金)

3 意見提出方法

各都道府県教育委員会指導事務主管謀、各指定都市教育委員会指導事務主管器具、各都

道府県私立学校主幹部謀、附属学校をi置く各国立大学法人担当課、小中高等学校を設置

する学校設i夜会祉を所!絡するWi造改革特別区域法第 12条第 1攻の認定を受けた各地方

公共団体の担当課において、 j成内・所iF1;の教育委員会や学校等における不主主校児童生徒

への対応状況や照合せの多い事項等を踏まえて、適宜、j]lJ添回答様式に記載し、下記提

出先までメーノレにて御提出ください。

必ずしも全ての学校へ御照会いただく必要はありませんが、特に、重大事態への対処

の試案に関しては、より実効的な指針とするという綴点からも、実際に重大事態への対

処を行った学校に個別に意見聴取をするなど、現場の意見等を参考にした記載をいただ

きますようお願いいたします。

なお、今後の胞策の参考とさせていただきたく、各都道府県や市町村、学校等におい

て、不主主校対応に係る指導マニュアノレや先進的な取組等がございましたら、併せてメー

ルにて御提供いただきますと幸甚です。



|参考|
初期段階のアセスメン ト〈イメージ〉

子供が欠席し始めた当初から子供や家庭と関わりを持ち、早期学校復帰を

支援するため、要因が特定できない欠席初期の段階の対応に関する考え方や
対応方策の一般的なモデルを整理し示すことが有効であると考えられ、以下
はそのイメージ。実施中の「不登校生徒に関する追跡調査研究会J(別紙)の
結果を踏まえ、来年度、不登校施策に係る検討会議を立ち上げて検討する。

① 欠席理由や必要な支援の見立て(アセスメント)

【欠席1日目~】学級担任等による対応

※欠席理由の把握
※学級担任等による電話連絡や家庭訪問の実施

| 【連続欠席等3日目~】校内で情報共有 ※遅刻・早退も加味

※養護教諭等が、連続欠席等3日~の児童生徒をチェック、管理職などへ
状況報告

※状況に応じて、周囲の児童生徒や保護者、教職員等にも聴取するなどし
て不登校の原因や背景の把握に努める

※今後の対応方法を検討するとともに、児童生徒や保護者とつながりのある
教職員を中心に引き続き家庭訪問等を実施

【連続欠席や1ヶ月通算欠席等・日目~】
※遅刻・早退も加昧

【連続欠席や1ヶ月連続欠席等・日目~】
※遅刻・早退も加味

※サポートチームを結成しての
支援、教育委員会の支援等

••• 

② 個々の子供の置かれた状況判断と個別支援

不登校の原因や背景となった要因を検証、解消

※ 当該児童生徒の欠席の原因や背景状況がつかめたら、それを検証、解消。
※ いじめが背景にある場合、いじめ防止対策推進法第23条などを踏まえて、

いじめの解消に向けて迅速に対応。
※ 「いじめにより相当の期間(年間30日を目安)欠席することを余儀なくされて

いる疑いがある場合JIこ該当する状況となった場合、いじめ防止対策推進法
第28条に基づく「重大事態」として必要な措置 (r試案』ヘ)

|個別の支援方策を検討|

査正気力 寸
一 | 傾向に応じた

情緒的混乱 ト
| 対応の検討

遊び・非行 」

|適応指導教室、関係機関との連携 2 



l 試案
いじめ防止対策推進法における
『重大事態』への対処(不登校)

《本「試案Jの位置づけ》
文部科学省では、いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号に関して、同法に

基づく措置の具体的な取扱いに関し、指針を策定する予定である。より効果的
な指針策定に向け、まずは「試案」を配布し、各学校で「重大事態」の状況に
至る事案があった際には、本「試案」を踏まえて必要な措置を講じていただく
とともに、本「試案」を運用したうえでの意見等を受け付けることとしたい。
なお、指針策定は、来年度中を目途とする予定。

~ r重大事態J (第28条第2号)への対処の趣旨・目的》
いじめ防止対策推進法第28条では、 「重大事態に対処し、及び当該重大事態

と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者文はそ
の設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当
該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとするJと規定
されている。

この調査の趣旨・目的は、不登校に至った事実関係を整理することで、 ①当
該児童生徒が欠席を余儀なくされている状況(いじめ)の解消につなげ、 ②当
該児童生徒の学校復帰の支援につなげるものである。この調査は、民事・刑事
上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでないことは
言うまでもない。欠席を余儀なくされた児童生徒が、落ち着いた学校生活へと
復帰できるよう、客観的な事実関係の調査を速やかに実施し、その後の支援に
つなげるものである。

《重大事態とは》
いじめ防止対策推進法第28条及びいじめ防止基本方針参照。

O いじめ防止対策推進法
第 28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下

「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す
るため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票
の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
を行うものとする。
ー いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ
た疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ とを余儀な
くされている疑いがあると認めるとき。

〔重大事態の意味] (平成25年10月11日文部科学省 「いじめの防止等のための基本的な方針J) 

「しユじめにより」とは，各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対
して行われるいじめにあることを意味する。

第 2号の 「相当の期間」については，不登校の定義を踏まえ，年間30日を目安とす
る。ただし，児童生徒が一定期間，連続して欠席しているような場合には，上記目安にか
かわらず，学校の設置者又は学校の判断により，迅速に調査に着手することが必要である。

また，児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったと
きは，その時点で学校が 「いじめの結果ではないJあるいは 「重大事態とはいえないJと
考えたとしても，重大事態が発生したものとして報告 ・調査等に当たる。
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いじめ防止対策推進法における『重大事態』への対処(不量枝)

1 .地方公共団体の長等への発生報告

【いじめ防止対策推進法第29条①、30条①、31条①、32条①】
【し、じめ防止基本方針】

学校は，重大事態が発生した場合，国立大学に附属して設置される学校は国立大学法人の学長を通じ

て文部科学大臣へ，公立学校は当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を通じて同地方公共団
体の長へ，私立学校は当該学校を所轄する都道府県知事へ，学校設置会社が設置する学校は当該学校
設置会社の代表取締役文は代表執行役を通じて認定地方公共団体の長へ，事態発生について報告する。

学校は，以下のような項目(例)を報告する(公立学校は教育委員会を経由)

①被害児童生徒の氏名 ・学年・性別
② 欠 席期間・ その他児童生徒の状況
③ 児童生徒 ・保護者から重大事態である旨の訴えがある場合はその訴えの内容

2.調査主体の判断

【いじめ防止基本方針】

学校は，重大事態が発生した場合には，直ちに学校の設置者に報告し，学校の設置者は，その事案の

調査を行う主体や，どのような調査組織とするかについて判断する。

調査の主体は，学校が主体となって行う場合と，学校の設置者が主体となって行う場合が考えられるが，

従前の経緯や事案の特性.いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ.学校主体の調査で
は.重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと学校の設置
者が判断する場合や，学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には，学校の設置者にお
いて調査を実施する。

学校が調査主体となる場合であっても，第28条第3項に基づき，学校の設置者は調査を実施する学校
に対して必要な指導，また，人的措置も含めた適切な支援を行わなければならない。

なお、第28条で、組織を設けて調査を行う主体としては「学校の設置者又は学校はJと規定されている
が，このうち公立学校の場合の「学校の設置者Jとは，学校を設置・管理する教育委員会である。

また，国立大学に附属して設置される学校の設置者は国立大学法人であり，私立学校の設置者は学校
法人である。

公立学校における「学校の設置者」は，学校を設置する地方公共団体である。また，公立学校について，

法第28条の調査を行う「学校の設置者」とは，地方公共団体のいずれの部局がその事務を担当するかに
ついては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)により，学校の設置・
管理を行う教育委員会である。

学校の設置者において調査主体(学校の設置者又は学校)を判断する。

3.調査組織の設置

【し、じめ防止対策推進法第28条】
【し、じめ防止基本方針】

学校の設置者文は学校は，その事案が重大事態であると判断したときは，当該重大事態に係る調査を
行うため，速やかに，その下に組織を設けることとされている。

この組織の構成については.弁護士や精神科医学識経験者，心理や福祉の専門家等の専門的知識

及び経験を有する者であって，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係文は特別の利害関係を有しな

い者(第三者)について，職能団体や大学，学会からの推薦等により参加を図ることにより，当該調査の公
平性・中立性を確保するよう努めることが求められる。

学校の設置者が、調査組織や調査組織の構成員を決定する。この際、専
門的知識及び経験を有する学校外の専門家(※)の参加に努める。

(※)心理 ・福祉の専門家、教員経験者、生徒指導に関する学識経験者、
相談業務に従事している関係機関の専門家など

学校が調査主体となる場合は、いじめ防止対策推進法第22条の組織を母体
として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法による
ことが考えられる。 4



4.調査の実施

【し、じめ防止基本方針】
ア)いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合
いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合，いじめられた児童生徒から十分に聴き取ると

ともに，在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行うことなどが考えられる。この
際，いじめられた児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とした調査実施が必
要である(例えば.質問票の使用に当たり個別の事案が広く明らかになり，被害児童生徒の学校復帰
が阻害されることのないよう配慮する等)。

主に、 聴 き取りによる調査を想定。聴取の対象者は、 当該児童生徒、保

護者、教職 員 ( 学 級 ・学年 ・部活動関係 等) 、 関係する児童生徒、などが

想 定される。聴取内容 と し て は、いじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰

から行われ、どのような態様であったか、 いじめを生んだ背景事情や児童

生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校 ・教職員の これまでの

指 導経緯、等が想定される。

5. 聴取内容の記載と今後の支援方策の検討

【し、じめ防止基本方針】
調査による事実関係の確認とともに，いじめた児童生徒への指導を行い，いじめ行為を止める。
いじめられた児童生徒に対しては.事情や心情を聴取し，いじめられた児童生徒の状況にあわせた

継続的なケアを行い，落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をすることが必要である。

重大事態、の発生から、 1ヶ月程度を目途に、聴取した内容を書面にとりまと

める(不登校の児童生徒への聴取を申入れたが実施 で、きなかった場合などには、

その旨も記載) (※次頁 「聴取結果のとりまとめ・報告事項の例」参照〕

調査期間中に当該児童生徒が学校復帰した場合も、その時点での聴 取 内容を

とりまとめる。

また、聴取 し た 内 容 を 踏 ま えて、当該児 童生徒が、学校に復帰できるよう、

家庭と連携して、今後の支援方策を検討する。

6.当該児童生徒・保護者への情報の適切な提供

【し、じめ防止対策推進法第28条②】
【いじめ防止基本方針】
学校の設置者文は学校は.いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して，事実関係等その他の必

要な情報を提供する責任を有することを踏まえ，調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ，
誰から行われ，どのような態様で、あったか，学校がどのように対応したか)について，いじめを受けた児
童生徒やその保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては，適時・適切な方法で，経過報告
があることが望ましい。
これらの情報の提供に当たっては，学校の設置者文は学校は，他の児童生徒のプライバシー保護に

配慮するなど，関係者の個人情報に十分配慮し適切に提供する。ただしいたずらに個人情報保護を
楕に説明を怠るようなことがあってはならない。
質問紙調査の実施により得られたアンケートについては，いじめられた児童生徒文はその保護者に提

供する場合があることをあらかじめ念頭におき，調査に先立ち，その旨を調査対象となる在校生やその
保護者に説明する等の措置が必要であることに留意する。
また，学校が調査を行う場合においては，当該学校の設置者は，情報の提供の内容・方法・時期などに
ついて必要な指導及び支援を行うこととされており，学校の設置者の適切な対応が求められる。

聴取結果(及び今後の支援方策)について、当該児童生徒及び保護者に説明

する。また、希望する場合には、 いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所

見をまとめ た文書 を、聴取の結果の報告に添えることができる旨を説明する。
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7.聴取の結果等を地方公共団体の長等に報告等

【し、じめ防止基本方針】

調査結果については，国立大学に附属して設置される学校に係る調査結果は文部科学大臣に，公立学

校に係る調査結果は当該地方公共団体の長に.私立学校に係る調査結果は，当該学校を所轄する都道府

県知事に，学校設置会社が設置する学校に係る調査結果は当該学校設置会社の代表取締役等を通じて
認定地方公共団体の長に，それぞれ報告する。

聴取の結果等、 5.の内容を書面にて地方公共団体の長等に報告。

報告を受けた地方公共団体の長等は、 当該報告に係る重大事態への対処又

は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、

法第28条第l項の規定による調査の結果について調査(以下、 「再調査」とい

う。)を行うことができるとされている。地方公共団体の長等による再調査

があれば、調査実施に協力する。

《平素からの対応体制の整備》
重大事態発生時の、報告方法、報告を受け付ける担当部署、調査

の体制等について、学校の設置者等はあらかじめ検討し学校に示す
ことが必要である。

聴取結果等のとりまとめ・報告事項の例

1. 当該児童生徒

(学校名)

(学年 ・学級 ・性別)

(氏名)

2.欠席期間 ・当該児童生徒の状況

3.調査の概要

(調査期間)

(調査組織)

(外部専門家が調査に参加した場合は当該者の属性)

4.聴取内容

① 当該児童生徒 ・保護者

② 教職員

③ 関係する児童生徒 ・保護者

④ その他

5.今後の当該児童生徒への支援方策

(参考)
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「不登校児主主生徒への支援の在り方について」への意見募集について

(自治体からの主な意見のまとめ)

(平成 26 年 2 月 20 日 ~3 月 28 日募集)

|初期段階へのアセスメント|

1. (1) r①欠席理由や必婆な支援の見立て(アセスメント)Jへの意見

0欠席 1日目での家庭訪問を必ず行うものとしてとらえられる可能性があるの本当に呉合が怒

いとき家庭訪問に来られるのも、{呆殺者としては負担!誌が生まれるのまた、複数の欠腕;者が

出てきた場合は、担任等がすべて泊ることは物理的に不可能向 ri怨合によっては家庭訪問j

エ且心主卓立♀
0試案のような欠席 1詞回以降、 31HI以降の対応や、 1ヶ月通算欠席数や 1ヶ月連続欠府数

を記入することで、型にはまった指導になってしまうのではないか。

or初期l段階j のスタートとして欠席に宣言る前の状態(例;行き渋り、学習意欲、保健宣言に行

く回数、部活動等への参加状況等)の見立ての項闘をJ市入するn

0スクールカウンセラーの支援が必要と考える。子育ての課題が学校側の課題となる傾向を妥

感している。休んでいる理由が実際は子育て全般に関するものなのに、いじめが原因とする

と、本*1採決すべき保後者の課題等が解決されず問題の解決につながらない。

OsJ 3日欠府したときに個人禁提出を担任に義務づける。その時点でカウンセラーの街族、生

徒の承諾を得て心理検査(投影法と質問紙法)など心の状態を理解し、病気か降客か疑わし

いときは保護者商談合して外部機関に行くように勧める。

1. (2)f②傾々の子供の置かれた状況判断と個別支援J

0個別支援については、不登校の要因において多様な対応が考えられる。傾向に応じた対応の

在り方をできるだけ多く示してほしい。また、児童生徒が不登校になった場合、その子ども

だけでなく保殺者や家廷の考えに要因がある場合もある。家庭との関わりについての記述も

あると現場の参考になるのではなし、かと考える。

or不登校児蛍生徒への支援の在り方についてj ではなく、 r"、じめが原因と，思われる不主主校

児蛍生徒への支援の在り方について」とするなど、いじめが原因である不笠校のy己責宝生徒へ
の支媛であることを明確にした方がよいのではないか。

0初期対応におけるケース会議の有効性についての記述を含めたい。

or個別の文俊方策を検討J 、「適応指導教室、関係機関との連携」について、~(~がどのように

対応するのか、考えられる主な具体例告と示しであると分かりやすい。

030日は目安であるが、当然そこに至るまでの出欠状況によって、各学校ではその背景を肥

援・対応する。不登校児蛍生徒への支援という視点からすると r30日以上Jという数値の

み一人歩きすることは好ましくない。

0学校、教委、街祉部門など児童生徒に関わる機関の合同支援会議の定期的な開催が必姿。

0就学前からの児蛍生{;gの支媛の経過を、学校が引き継いでいくことは必要。子どもの育ちを

f手板Jのような形で一元管理している市町村もある。

0個別支援を行う I~告は、当該児重工生徒及びその{お望者の意向も考慮しながら解消に向けた具体

的支援策を明確に示すことが必要。

0学校長が最終資任をとるが、それまでに学級担任・学年主任・生徒指導J担当等、具体的に誰

が対応するのか明記した方が、教職員の動きがよくなる。
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|いじめ防止対策推進法における f]重大翠態」への対処(不登校)I 
2. (1) r((f璽大率慾J(第 28条第 2号)への対処の趣旨・呂的))J 

0重大事態に係る翻変において、予め質問哀の翻資項沼を例示するなどして、各学校及び学校

の設綴者が適切な調主主を実施できるよう配慮する必要があるn

O隠安である 30日となってからの対処では、児童生徒が深刻な不登校となる危険がある。 I重
大事態の意味}に示しているように「上記目安にかかわらず・・・迅速に調査にえま手するこ

とが必要である。」の部分を、より大切にしたい部分である。

0調査の趣旨・自[ぬでは、祝賀が学校復帰の支援につなげるものになるよう具体策を明示して

ほしい。

O欠席を余儀なくされている状況の解消のためには、当該生徒への誹訪中傷、暴力等合排除し、

守ることだけでなく、その学習街における述れや悩みを同時に解消していく必要があると考

えるのまた、加害仰l生徒に対しでも、学習面等の支援が必主主であるといえるの

01来談者に重大事態の意味をどのように理解してもらうか。保i護者が欠席理由を安易にいじめ

等他者の影響にしてしまわないか(暴力や恐喝など具体的な事実がなく、子どもが何となく

心理的にいじめと感じている場合等)。全欠席でなく、断続的に欠席する場合は、この対委員

となるのか等実際の運汀jは難しい。

0調査について、「民事・刑事上の災任追及 i直後の目的とするものではなしリとあるが、実

際には調盗結果が訴訟等に影幸運を与えることは当然怨定される。この点についても、説明を

行うべきではないか。

0保談者からの申立てがあった場合、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たること

は理解できる。しかし、不霊長校の主な理闘が、いじめの内容そのものよりも家庭(籾子関係)

の問題等に起因する場合、学校が客観的な事実関係の剰資を行い具体的支援策を提示しでも、

保殺者の理解や協力が十分に得られず逆に不当要求を迫られるケースもあるため、同時に保

殺者に対するカウンセリングを含めた支援も必要となり、学校の負奴が過大となる。

|いじめ防止対策推進法における「璽大事慾Jへの対処(不登校)I 
2.(2)r1. 地方公共自体の長等への発生報告J

01の①の rt;il('t害児髭生徒の氏名・学年・性自IJJに保護者の承諾をとった上で「家庭球攻等に

ついて特筆すべき事項j を付加するとよい。

0地方公共団体の長などへの発生報告の義務が生じるが、学校長が、本来重大事態とされるべ

き事案を重大事態とせずに処腿することが危↑具される。より客観的な指針を示したり、報告

の可否の判断を学校と設援者がともに行ったりするなどの仕組みが必要。

0被害児章生徒の欠席が、いじめによってはじめて生じた場合と、以前から欠1Ii';がちであった

場合では状況が異なる。各学年の欠席状況も記載したほうが良い。

0発生報告の項憶について、不登校を理由とする重大事態だけでなく、他の事由の重大事態の

報告との関連性を考えると、①E重大事態と判断した根拠(この中に欠席期間を含める)、②

いじめの概要、③児童・生徒の状況、④いじめに関する総資の状況、⑤児蛍生徒.{呆t望者か

らの訴えの内容としたほうが良い。

0不等校の婆図がいじめであることが特定しにくい場合の磁窓点等を記述すべきである。

0報告内容のほとんどが開示対象となり、報告する側としては気がかりである。思皐主法二(/)

教育的配慮の観点からも、報告を受ける仰J(県知事部局)の守泌義務に関して一定の殺理が

主主斗ゑ三主であり、このことは調査主体、調査段階など全てに及ぶことでもある。報告を

受けた内容については、所将JTとして非公開情報として取り扱いたいところであるが、盤護

者がマスコミに自らリークする場合もあり、一定の守泌義務に関する明記は必婆であると考

える。
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2. (3) 12.調査主体の判断J

0学校の設置者が適切な判断を行うためには、常に学校からの正路な情報を集約しておくこと

が必要である向そのためには、 30日以上の欠府や学校からのいじめの認知件数結果のみで

はなく、いじめアンケートの実施結果のtt釧を担握するなどの取組が必要であるの

0調査主体が「学校の設置者か学側、j を*iJllfr汁る基携もしくは、例を示してほしい。

O官官査主体を判断するのは設援者であるべきだが、学校の設段者が調査すべき目安を例示する

ことはできないか。

0学校の設置者又は学校となっているが、学校は調査へのノウハウが乏しく対応が弱いと考え

られ、設置者は、学校内のこと(日常の機子、教l隊員や子どもたちの状況)を理解するとい

う点において不卜分であると考えられる。設鐙者が第三者的に学校現場に指示をだし、学校

が生徒やi射望者等に調査をする方が、速やかに真相に迫れるのではないかと考える。どちら

にしても、「何をJrどの場面でJr 111ftにJrどのような形でj調査をするのか、的礁に判断し

て行う必袈があると考える。

or学校主体の制査では…必ずしも十分な結果を得られないj と判断「するには、調査に務手す

る前にある程度の事実の犯媛は必要ではないのか。万一、学校のIII日査で十分でなかったとい

う結果になれば、当該関係者は言うまでもなく、 1t!Lの保談者や地域からの償額を失い、その

後の附属機関の調査等に大きな彩饗を与える可能性があると考える。

0当該学年会・生徒指導器具・保健主主・教育相談員が主体に調資する。調査の結果は、管理職に

報告。重大事態と判断した場合l士、当該学校法人疋凶F長等を通じてl県総務課担当部署へ報告。

O調査主体が、学校法人であるときでも、学校法人の主主4思により、学校と共に県教委及び知事

部局が連J32して調査することがある。"

O学校法人は校種の異なる複数の学校を設置しており、特に学校の教育活動に!鶏するi箆営は当

該校長に委ねられているため、調査主体は学校となるケースが多いと思われる。このような

中で、設置者である学校法人の役割として、普段から倒閣意識や危機管理意識を高めること、

学校が重大事態の対処に追われ機能不全に陥る前に、組織的な支援ができる併吋|刊を構築する

ことが震袈と考える。

2. (4) 13 調査組織の設置j

0事実関係を明らかにするための調査には、客観性が求められるので、当日淡いじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者によって判事成される組織は望ま

しいと考える。

0当該調査の中立性を保つことができるかどうかが大事であり、調査組織の中立住Eが保たれて

いるのかどうかの判断を、どのようにチェックするか不安があるn 利害関係のない公平性・

中立性を有する専門家の人選は非常に難しい。

0地方においては、弁護士、精神科医等が少ない。財政的な面も含めて支援がいる向調査組織

を設ける否かは、いじめに係る保護者ともめることになる。調査総織は必婆ないのに、保5草
者が求めた場合l士、どうするのか。財政法般の弱い自治体も多く、閣の支緩をお願いしたい。

2. (5) 14. 読査の実施J

orし、じめ行為について聴き取り調査iでは、事実関係を確認するための材料となるように、

客観性をもった内容を聴き取る必要があるn 例えば「具体性の原則(行為の具体を聴く)、

継起性の原則 (11寺系列に沿って総く)、相互性のj京別(相五のやりとりを聴くいといった観

点を霞視する旨を加えるとよいのではない泊L

0不登校に係る翻査においては、発生してから聴取が行われるのではなく、それまでに聴取し

てきた内容の移理が中心となる。不登校児童生徒の中には、学校を休む原因を話したがらな

い児童生徒もいるため、学校は、不登校といじめの関連について当該児童生徒本人から無理
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に聴取することなく、多角的にf吉報を収集することが求められる。

0聴き取りも必要であるが、アンケート調査の方が多くの児童生徒からの情報が得られ、文惑

として保存できる。いじめの重大事態の聞き取り用のアンケート、 IM.¥き取り内容等、具体的

な資料を提供してほしい。

or主に、関き取りによる調査を怨定jと例示したことは、現実性を考えた適切な記述である。

O加害側と被害側とは流動的に入れ潜わることもあることから、調主主の|燦の加害児窓生徒への

配自主に関する記載があるとよい。

0依常見者的な立場であった児!lî生徒からのI聴き取りやlIT~き取りが不可能な場合についても試

案に記載していただきたい。

2. (6) r5 聴取内容の記裁と今後の支援方策の検討J

o r1重大事態の発生から 1ヶ月程度」とあるが、 1ヶ月は遅いのではないか。 2週間程度もし

くは、事情を丁ztzに説明するとともに、 2窓辺できた調査結果から随時説明を行う。

01聴取した内容を番街にまとめるl時期を君主大事態の発生から 1か月程度を回途としているが，

できるだけ早期に取りまとめ，今後の支援方策の検討を行うべきではないか。

or重大事態の発生から一ヶ月程度j という期間が、適当か若手かは草案の背景iの稼度によるn

1M被容の悶係性やj川容行為が明俄ならよいが、毛皮容IÆÌi't~三徒の認知1の偏り等により、事実の

IIlJ解等があるとするならその調主主には慎重さが求められると考えるn

0被答児貫主生徒、保殺者への謝罪、再発防止があった方が良い。また、いじめられた児蛍生徒

への心のケア、学校復帰の支援も必要である。向H寺に、 j川容生徒への心の教育や、周凶の児

蛍生徒にいじめは前「さないという意識を持たせることも必姿である。

or学校に復帰できるよう、家庭と迎携して!とあるが、重大事態になっているので、連機す

るのはすでに家庭だけではないと考えるの「家庭や関係機関、心理・福祉の専門家等|とい

う表現が必要ではないか。

0不主主校の背景は単純ではなく、いじめが不登校の契機(欠席が長期化しているケース等)で

あったとしても、他の要因が複照的に絡み合っていることも考えられることから、いじめの

事実関係の調査以外の手立ても必要となる。

2. (7) r6. ~当該児童生徒剛保護者への情報の適切な提供J

0児重工生率E・保護者への情報提供に当たり、個人情報の取扱いは大変苦慮する。各自治体の条

例を踏まえる必婆もあるが、力ni寄生札ヰ卒の氏名や個人的な背景・事情など安それぞれどう取

り扱うか、また、「他の児盗生徒のプライパシー保訟に配慮するなど、関係者の個人情報に

十分配慮Jすることと「いたずらに個人情報保認を楯に説明を怠ることがあってはならなしリ

ことの判断が非常に難しく指針において、より踏み込んだ内若手を示してほしいの

0当該児量î~三徒や保Z没者への情報の提供については、適切に行う必婆があるが、対応に苦慮す

るのが、報道機関への情報提供である。状況に応じて違いもあると思うが、ある程度の方向

性を示したもの(マニュアル等)があると対応しやすいと思われる。

2. (8) 7 聴取の結果等を地方公共団体の長等に報告等

0誠査結果や情報の管理等の儲意点、報告物の取彼いi見定、守秘義務に関する記述が必要。

O重大事態は、直ちに県教育委員会に報告するなど報告の時期を明記。

0どの程度の聴取結果で長に報告すべきか回安が分かるとよい。

0プライパシーの保談、個人情報など配慮すべき点が多く、適切に!I~IJIlfr汁る事が難しいため、

報告の仕方を例示してほしい。

0再認査の詳細な説明があるとよい。

0調査実施に協力するのはどこカ%設霞者であるならば、最初のw竜王主に関わっているため関わ
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ることは、好ましくないのではないか。

0番街での報告だけでなく、迅速に対応するためには口頭での連絡・報告も必要である。

2. (9) (参考)聴取結果等の取りまとめ・報告率項の例

0短期・中期・長期といった発生後のH寺!Vlや、詳細な内容が明確になった時点など、報告事例

に限らない報告が必要。

0通常の事故報告の様式と統一できないか。

0人間関係を図等で示すと:Ik況を分かりやすく正副長に伝えることができるのではないかn

or調査の被要Jに「調査方法と調査内容1を加えるn

0付加したらよい項隠

f家族構成及び職業Jrいじめの概略と経過Jr児窓生徒・保談者の訴えj

「撃事察、報道機関等への対応Jr関係保j護者への説明Jr重大事態と判断した紋拠j

f調査機関の所見等Jrこれまでの指導経過Jrいじめ発覚後の学校の対応j

f当該児童生徒、関係する児童生徒への支援方策J r欠席郊l閥、日数J

2. (10)その他、「試薬 (P3-P6)J全般

0加害生徒側が事実関係を認めない状況の中で、被害生徒の欠席が長期化しているケースにお

ける学校復帰のための支援の必婆性について、いずれかの項目に含められない泊、

01蒋30条第2壌の再調査組織での調殺についても示してほしいn また、議会で報告する場合、

被害児童生徒、関係児童生徒の承諾は必要ないのかも示してほしい。

0いじめ被害生徒の欠席が1齢、た場合の配I怒(公欠にする等)が、学校により奥なるようであ

るn 配慮lができるとよいn

0学校と保説者との連携について多く触れられている一方、関係機関とのかかわりについての

記述が少ないように感じました。

or自治体の長等による再調査Jや「再開賓と学校の設践者等による調査の関係・留意点j な

どについても示してほしい。

o (9) について、聴取内容の関係する児童生徒・{来日望者の項目は、実名を記松するのか。

3. その他、不受校支援金般

0保殺者の養育方針や養育能力が不登校の要因として考えられる場合があり、解説そのためには

児童相談所の積極的な関与・協力・支径が必要n

0不登校のケースによっては、医療機関への入院や、医療機関と連携した病弱型特別支援学校

の支援が効果的。

O通学文媛施設の設i習など、通える!lilJ斑づくりに努めることが必要n

0対象児童生徒の心のケアの部分(スクールカウンセラーの支援等)についての記述を迫力日し

たほうがよい。 H

O家庭の教育力低下(保殺者が学校・関係機関など外部とのかかわりを持とうとしない、仕事

の隠係で弟妹の|止話番ど優先させる、経済的な玉虫由等)が要悶で、不登校(無気力、情緒的混

乱等)に至る事案も多く見られることから、保従E福祉事務所や児童相談所などの関係機関と

の連携を図った支援の在り方についても、充実させる必要がある。

0不登校の支援に対する学術的根拠や有効なプログラムの不足など、研究者サイドの器具題も、

まだ多いと思う。

0これまで以上に学校と関係機関との連携が必要になると考えられ、スクーノレカウンセラーや

スクールソーシャルワーカ一等の役割が一応大きくなることは明らかである。

0小学校時代の具年齢で遊ぶ経験や体験活動の強化が求められる。
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